
神戸地方裁判所 広報行事 令和７年度 神戸裁判デー 

の実施について 

  

 

 

※ 報道機関による取材が入る可能性があります。  

※ 申込の際に頂いた個人情報は当イベントの連絡 

     においてのみ使用します。 

手続いろいろ簡易裁判所 

【お申込方法】  

２月２０日（金）までにこちらのフォームからお申

し込みください。↓ 

 

 

 

  

 

 
どんなことが 

できるんだろう？ 

 裁判官や裁判所職員への質問や 

実際の法廷の見学もできるよ！ 

 

【お問い合わせ先】 

神戸地方裁判所 総務課 広報係  

078-367-1020 

【参考】  

調停制度の紹介動画はこちら→ 

 

令和８年２月27日 

 
午後1時30分～午後4時15分 

（金） 

場所：神戸地方裁判所 第101号法廷 

定員：30名（先着順、要事前申込み） 

① 簡易裁判所の諸手続の説明 

   簡易裁判所で取り扱う様々な民事事件について、各手続の概要や違いを説明します！ 

② 裁判所クイズ 

   裁判所や裁判手続に関するクイズを実施します！ 

③ 模擬民事調停 

   紛争を話合いで解決する「民事調停」を、架空のトラブルを題材にして体験していただきます！ 

    

!!!prefix!!!_https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FkhVw8kmmmS
!!!prefix!!!_https%3A%2F%2Fwww.courts.go.jp%2Fsaiban%2Fvideo%2Fchoutei_video2_full%2Findex.html

